
雲仙市ふるさと応援推進事業協力事業者等募集要領 

 

１ 目的 

  ふるさと応援推進事業による雲仙市への寄附促進と地場産業などの PR、販売促進及び地元企業の活

性化などの相乗効果を図るため、寄附者にお礼の品として贈呈する商品やサービス（以下「謝礼品」と

いう。）及びその事業者（以下「協力事業者」という。）を募集する。 

 

２ 協力事業者の要件 

  市が募集する協力事業者は、次に掲げる全ての要件を満たしている者とする。 

(1) 生産、製造、販売に関する各種法令及び条例等を遵守した商品又はサービスの提供を行なっている

こと。 

(2) 代表者等が、雲仙市各種契約等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成 24 年雲仙市告示第 97

号）第 2 条第 3 号に規定する暴力団等でないこと。 

(3) 市区町村税の未納がないこと。 

(4) 電子メールの送受信が可能なインターネット環境を有し、雲仙市がふるさと応援推進事業に係る謝

礼品に関する業務を委託する業者（以下「謝礼品運営等受託事業者」という。）との連絡が電子メー

ルにて確実に取れる状態にあること。 

 

３ 募集する謝礼品の要件 

  謝礼品は、次に掲げる要件のいずれかを満たしている商品等とする。ただし、金銭類似性の高いもの

及び資産性の高いものを除く。 

(1) 雲仙市内で生産、水揚げされた農畜水産物 

 (2) 雲仙市内の加工業者、製造業者等が加工、製造した加工品・製造品等 

 (3) (1)及び(2) 以外の商品等で雲仙市をＰＲしていると認められるもの 

 (4) 雲仙市内で宿泊できる割引クーポン等 

   

４ 謝礼品運営等受託事業者 

  謝礼品に関する業務について、効率的な業務の運営、顧客及び配送等に係る個人情報の適正管理、ク

レーム対応等に万全を期すために委託している謝礼品運営等受託事業者は、次のとおり。 

 

 

           結デザイン有限会社 小浜事務所 

           長崎県雲仙市小浜町北本町 858 

           TEL：0957-73-6945 FAX：0957-73-6946 

 

 

 

 

 

 



５ 協力事業者等の申込み 

 (1) 協力事業者等の申込書 

   謝礼品及び協力事業者の申込みをするときは、雲仙市ふるさと応援推進事業協力事業者等申込書

（様式第１号）に次の書類を添付して市長に提出するものとする。 

(ｱ) 事業者の概要（事業者名、所在地、主な事業内容等）がわかるもの 

(ｲ) 謝礼品の内容（商品の詳細、商品表示等）がわかるもの 

(ｳ) 市区町村税の未納がない証明書 

 (2) 謝礼品の変更等の申込書 

   謝礼品の変更又は追加の申込みをするときは、雲仙市ふるさと応援推進事業謝礼品変更等申込書

（様式第２号）に次の書類を添付して市長に提出するものとする。 

(ｱ) 変更・追加する謝礼品の内容（商品の詳細、商品表示等）がわかるもの 

 (3) 申込期間 

   協力事業者等の申込み又は謝礼品の変更等の申込みについては、随時申し込むことができるものと

する。 

 (4) 決定 

   市長は、協力事業者等の申込み又は謝礼品の変更等の申込みがあった場合、２及び３に規定する要

件に適合するか否かを審査し、その結果を雲仙市ふるさと応援推進事業協力事業者等決定（却下）通

知書（様式第３号）により通知するものとする。 

 

６ その他留意事項 

 (1) 謝礼品の登録を辞退する場合は、事前に報告すること。 

 (2) 謝礼品の品質等に関して寄附者から苦情等があった場合は、協力事業者と謝礼品運営等受託事業者

との契約に基づき、双方において真摯に対応し、解決に努め、内容等について必ず報告すること。 

 (3) 寄附者や謝礼品の受取人の住所等の個人情報の取扱いについては、「雲仙市個人情報保護条例（平成

１７年雲仙市条例第１０号）」に基づき、謝礼品の発送業務以外に利用してはならない。 

 (4) 協力事業者または謝礼品が２及び３に規定する要件に適合しなくなったと認められる場合、その登

録を取り消す場合がある。 

 

７ 申込書の提出先及び問い合わせ先 

【申込書の提出先及び問い合わせ先】 

             雲仙市役所 観光商工部 観光物産課 

             〒859-1107 長崎県雲仙市吾妻町牛口名７１４番地 

             TEL：0957-38-3111 FAX：0957-38-3205 

             E－Mail：furusato-k@city.unzen.lg.jp 

 

附則 

   この要領は、平成 28 年 8 月 1 日以降の募集から適用する。 

  附則 

この要綱は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

 


